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第3専門部会
（住宅ストック）の進め方

横浜市住宅政策審議会

第３専門部会【資料２】抜粋

第15回横浜市空家等対策協議会
資 料 ３ － １ -
令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日
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（1）スケジュール（予定）

第１回
審議会

専門部会
（計６回）

第２回
審議会

第３回
審議会

第４回
審議会

令和３年
４月30日

５月下旬
～８月下旬 10月中旬 12月中旬 令和４年

３月下旬

議
論
の
視
点

諮問
●マンション
●社会環境の変化
●住宅ストック
●居住者・コミュニティ
●マンション
●住宅ストック（省エネ）

中間整理
改定骨子

改定素案
答申素案

改定案
答申案

専門部会
[第１部会]

専門部会
[第２部会]

専門部会
[第３部会]

専門部会
[第４部会]

専門部会
[第１部会]

５月27日 ６月22日 ７月９日 ７月30日 ８月４日

マンション※
（管理適正化・
円滑化）

社会環境の
変化 住宅ストック 居住者・

コミュニティ
マンション※
（管理適正化推進

計画）

政策論

令和
４年
４月

令和
４年
6月

令和
５年
１月

答申
パブ
リック
コメン
ト

改定

計画改定論

専門部会
[第３部会]

８月31日
横浜ならでは
の住宅の省エ
ネ対策のあり

方

第１回審議会【資料３】より一部修正
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居住者・コミュニティ
の視点

【項目３】安心して子育てできる住まい・住環境の実現

【項目４】多世代で支え合い、高齢者が健康で安心して暮らせる住まい・コミュニティの形成

【項目５】住宅・福祉施策が一体となった重層的な住宅セーフティネットの構築

住宅ストック
の視点

【項目６】脱炭素社会の実現に向けた良質な住宅ストックの形成

【項目７】マンションの管理適正化・再生円滑化の推進 ⇒第１専門部会にて検討

【項目８】空き家の予防・流通活用・管理不全防止解消・跡地活用の総合的な対策の推進

【項目１】新たなライフスタイルに対応し、多様なまちの魅力を生かした、豊かな住宅地の形成

【項目２】災害に強く、安全な住まい・住宅地の形成と被災者の住まいの確保

社会環境の変化
の視点

（1）住生活基本計画の見直しに向けた視点

①「社会環境の変化」の視点 ②「居住者・コミュニティ」の視点 ③「住宅ストック・産業」の視点

＜参考＞新たな住生活基本計画（全国計画）の視点と目標

資料：新たな住生活基本計画の概要（令和３年３月１９日閣議決定）

２．住宅ストックの視点
第１回審議会【資料７】より
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（2）住生活基本計画の見直しに向けた検討の論点

２．住宅ストックの視点
第１回審議会【資料８】より

【項目８】 空き家の予防・流通活用・管理不全防止解消
・跡地活用の総合的な対策の推進

（1）

空き家の適切な維
持管理の促進

① 空き家の相続から管理・活用・流通までの総合的な相談・情報提供の充実

② 空き家所有者等への早期の普及啓発

③ 所有者による適切な管理の義務化（条例）

（２）

地域課題の解決に
つながる 空き家・
跡地の流通活用の
促進

① 空き家のリノベーションによる地域交流施設、子育て支援施設、高齢者支援
施設、生活利便施設等への活用の促進

② 空き家のリノベーションによる流通の促進

③ 密集市街地における空き家跡地を活用した防災広場の整備や建替え困難地
等の建替えの促進

④ 空き家の相続から管理・活用・流通までの総合的な相談・情報提供の充実（再
掲）

（3）

管理不全空き家の
自主改善の促進

① 区局や専門家団体との連携強化による指導等の推進

② 管理不全空き家の除却推進

３．空き家



5３．住宅ストック部会の主な論点

主な論点

第１回
（7/9）

■本市の住宅ストック施策の方向性について

【項目６・８共通】
・「施策の方向性」について、妥当なものとなっているか
・各「施策の方向性」を実現する取組として、どのようなことが考えら
れるか

【項目６】
・脱炭素社会の実現に向けて、特に省エネ化が進んでいない「賃貸住
宅」に対し、どのような取組が必要か

【項目８】
・今後の空家化の可能性を踏まえ、特に「予防」「流通活用」の段階で、
どのような取組が必要か

第２回
（8/31）

■横浜ならではの住宅の省エネ対策のあり方について

・2050年カーボンニュートラルに向けて、「新築」「既存」「戸建」「共
同住宅」に対し、どのレベルの省エネ性能を備えるべきか

・高断熱、高気密で省エネ基準を超える性能の住宅ストックを
誘導するために、どのような取組が必要か
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横浜市の住宅ストックをめぐる
現状と課題

横浜市住宅政策審議会

第３専門部会【資料３】抜粋

※本資料中の統計データについて、特記なき場合、「住宅」には「戸建住宅」及び「共同住宅」を含みます。



住宅ストックの概況 7

②全ストックの所有関係・建て方別の割合

資料：総務省「平成30年 住宅・土地統計調査」

居住世帯のある住宅 居住世帯のない住宅

持家 民営借家

UR・公社

公営

給与住宅

店舗
その他の併用住宅

戸建

共同
住宅

共同
住宅

戸建

売却用の
空き家

その他の
空き家

賃貸用の
空き家

二次的住宅の
空き家

一時現在者のみ、
建築中の住宅

552,000戸
(30.1%)

404,200戸
(22.0%)

居住世帯のある住宅 居住世帯のない住宅

持家 民営借家

UR・公社

公営

給与住宅

店舗
その他の併用住宅

戸建

共同住宅

共同
住宅

戸建

売却用の
空き家

その他の
空き家

賃貸用の
空き家

二次的住宅の
空き家

25,947,900戸
(41.6%)

一時現在者のみ、
建築中の住宅

• 持家の共同住宅の割合は、全国が9.1％に対して本市は22.0％と高い
• その他空き家の割合は、全国が5.6％に対して本市は2.8％と低い

長屋建て・その他 長屋建て・その他

13,236,800戸
(21.2%)

446,700戸
(24.3%)

3,487,200戸
(5.6%)

51,700戸
(2.8%)

5,696,200戸
(9.1%)

全国（62,407,400戸） 横浜市（1,835,800戸）



空き家率の推移（その他空き家）
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資料：総務省「平成15・20・25・30年
住宅・土地統計調査」

• 空き家数は1988年から増加しているが、「その他の住宅」は直近５年でやや減少している。
• 空き家のうち、「その他の住宅」は約３割で、そのうち約４割を木造一戸建が占めている。

その他空き家３．空き家

空き家の種類別内訳
（2018年）

空き家数と空き家率の推移

※「その他の住宅」：「二次的利用（別荘等）、賃貸用、売却用」以外の人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのため
居住世帯が長期にわたって不在の在宅や、建替えなどのために取り壊すことになっている住宅などをいう。
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一戸建て住宅の空き家数（区別）

• 「一戸建」の空き家数は、港北区・旭区で多く、率は西区・中区は高い
• 「その他空き家」の率は、都心部の西区・中区・南区で高い
• 「腐朽・破損あり」の率は、磯子区・中区で高い

資料：総務省 「平成30年 住宅・土地統計調査」

※「その他の住宅」：「二次的利用（別荘等）、賃貸用、売却用」以外の人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのため
居住世帯が長期にわたって不在の在宅や、建替えなどのために取り壊すことになっている住宅などをいう。

※一戸建住宅数（A)：「居住世帯のある住宅」の一戸建+「空き家」の一戸建

区別の一戸建ての空き家の状況３．空き家
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一戸建
住宅数(A) 44,350戸

36,330戸11,910戸

19,540戸
35,770戸

36,790戸

28,640戸

36,280戸

50,180戸 46,220戸

39,540戸

54,120戸

27,200戸

27,240戸

23,870戸34,940戸

50,570戸

24,880戸

臨海周辺南部 郊外西部郊外北部都心部 郊外南部臨海周辺北部

一戸建空き家率 その他の住宅空き家率 腐朽・破損あり空き家率
2018（H30）年全国値 （B/A）10.0% （C/A）7.9% （D/A）2.5%

横浜市全体 （B/A） 4.4% （C/A）3.2% （D/A）1.0%

Aのうち「一戸建」空き家戸数（B） Bのうち「その他の住宅」戸数（C） Cのうち「腐朽・破損あり」戸数（D）

一戸建て空き家率（B/A） 「その他の住宅」空き家率（C/A） 「腐朽・破損あり」空き家率（D/A）



• 居住世帯のない住宅のうち、腐朽破損がなく駅から徒歩圏の市場流通が容易なものは約
8.9万戸（居住世帯のない住宅の48％）程度

• 都心部の西区では約74％、郊外部の栄区では25％程度

最寄り駅からの距離・安全性別空き家数

資料：総務省「平成30年 住宅・土地統計調査（特別集計）」
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※空き家の建て方は問わない
※国土交通省令和元年度空き家所有者実態調査の新・旧耐震比率（69.1％）で按分

最寄り駅からの距離・安全性別空き家数３．空き家

市場流通が容易

新耐震
(腐朽破損
なし)

旧耐震
(腐朽破損
なし)

腐朽破損
あり

～1000m 1000m～

新耐震
(腐朽破損
なし)

旧耐震
(腐朽破損
なし)

腐朽破損
あり

～1000m 1000m～

新耐震
(腐朽破損
なし)

旧耐震
(腐朽破損
なし)

腐朽破損
あり

～1000m 1000m～

横浜市（全体）
西区 栄区

最寄駅からの距離

27,637戸
(14.8%)

61,714戸
(33.0%)

1,772戸
(23.0%)

3,956戸
(51.5%)

383戸
(7.8%)

855戸
(17.4%)

21,292戸
(11.4%)

47,545戸
(25.4%)

454戸
(5.9%)

204戸
(2.7%)

2,042戸
(41.6%)

914戸
(18.6%)

28,669戸(15.3%) 1,303戸(16.9%) 719戸(14.6%)



-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

西
区

中
区

南
区

鶴
見
区

神
奈
川
区

保
土
ケ
谷
区

磯
子
区

金
沢
区

港
北
区

緑
区

青
葉
区

都
筑
区

旭
区

泉
区

瀬
谷
区

港
南
区

戸
塚
区

栄
区

都心部 臨海周辺北部 臨海周辺南部 郊外北部 郊外西部 郊外南部

高齢単身+高齢夫婦* 2008(H20)年 高齢単身+高齢夫婦* 2013(H25)年 高齢単身+高齢夫婦* 2018(H30)年

高齢単身+高齢夫婦*率 2008(H20)年 高齢単身+高齢夫婦*率 2013(H25)年 高齢単身+高齢夫婦*率 2018(H30)年

（世帯）

• 一戸建てに住む高齢者のみ世帯（高齢単身+高齢夫婦*）の割合が各区とも高い
• 今後、空き家化が懸念される

今後の一戸建ての空き家化の可能性

資料：総務省「平成20・25・30年 住宅・土地統計調査」
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*高齢夫婦：夫65歳以上かつ妻60歳以上の夫婦のみの世帯

今後の空き家化の可能性３．空き家

高齢単身+高齢夫婦*率 2018（平成30）年 全 国 29.3%
横浜市 30.2％



12現状と課題（まとめ）

現 状 課 題

・人が居住する住宅ストック総
数（164万戸）に対し、省エネ
性能を満たす住宅は35万戸
（21.6％）に留まる。

・耐震性能、居住面積水準に
ついては、改善に向けて推移。

・加速化する国や市の動きを踏まえ、
脱炭素化に向けた更なる取組の充
実・強化が急務。

・特に、既存ストックの省エネ改修の
促進や、借家の省エネ化の取組が求
められる。

・省エネ化や脱炭素化の取組は、「健
康」や「防災」の視点を併せ持つこと
が重要。

・新築住宅の着工戸数は減少
傾向であるものの、既存住宅
の流通の割合は少しずつ増
加。

・良質な住宅ストックを適切に維持管
理し、価値の維持向上を図ることに
より、既存住宅のさらなる流通を促
すことが必要。

・空家の割合は、全国に比べて
低いものの、戸建てに住む高
齢者のみ世帯は各区とも増
加する傾向にあり、今後、空
家の増加が懸念。

・高齢者のみ世帯の増加傾向を踏ま
え、特に、空家化を防止する「予防」
や「流通活用」に注力することが
必要。

１．住宅の質

３．空き家

２．住宅循環
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横浜市のこれまでの取組状況

横浜市住宅政策審議会

第３専門部会【資料４】抜粋

【項目６】 「脱炭素社会の実現に向けた良質な住宅ストックの形成」について

【項目８】 「空き家の予防・流通活用・管理不全防止解消・跡地活用の総合的な対策の推進」
について
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①空家化の予防

 空家に関する相談内容は多岐にわたるため、関係区局や区役所、専門家団体等と連携体制
を構築

 2020（令和２）年度は 356件(空家の総合案内窓口165件、専門家団体・相談会191件)の相談
実績

 年に数回、区役所等で空家無料相談会・セミナーを実施

空家対策に関する取組２．空き家

空家に関する相談窓口、相談会・セミナー

不動産【不動産全般８件、売買42件、賃貸(貸す)13
件、賃貸(借りる)7件、借地1件、境界1件、紛争2件、不動
産評価2件、所有者調査1件、税金17件】

相続【相続全般20件、財産分与1件、後見人1件、相続

登記9件、税金4件】

管理【管理全般18件、樹木剪定4件、衛生害虫1件、維

持管理6件、財産整理・処分6件】

建築【建築全般1件、建替え1件、リフォーム3件、解体

18件】

地域活用【活用全般10件、空家調査1件】

管理不全（近隣）【建物9件、防犯1件、衛

生害虫1件、樹木繁茂9件】

94件

35件

35件

23件

11件 20件

不動産

相続

管理

建築

地域活用

管理不全（近隣）

※相談内容が複数の場合もあるため、項目毎に集計を行っています。
（相談件数165件→相談内容218件）

空家の総合案内窓口 相談内容内訳



空家対策に関する取組 15

②空家の流通・活用促進
２．空き家

 空家等所有者と、地域活動の拠点を
探している団体や事業者との対話の場
の設定を行う制度

空家活用のマッチング制度
（2021.4～）

空家活用の専門相談員派遣制度
（2021.4～）
 地域の活性化に貢献する施設への
空家活用を目的とした専門家派遣
制度

空き家の発生を抑制するための特例措置
 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋（耐震性のない場
合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場
合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置。
市は、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付

2016
（H28）年

2017
（H29）年

2018
（H30）年

2019
（H31/R1）年

2020
（R2）年

申請件数 255 348 437 507 606

 地域活動の拠点づくりや市外からの子育て世帯の流入による地域の活性化等を目的とした、
改修工事の補助。内装、設備等の改修に最大100万円、耐震改修に最大100万円

空家改修等補助金 【地域貢献型】／【子育て住まい型】（2021.4～）
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横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例
（2021.3制定 2021.8～施行）

空家対策に関する取組２．空き家
③管理不全な空家の防止・解消

法の施行に必要な事項や、特定空家等に起因する危険を回避する措置について定め
ることにより、空家等の適切な管理を通じて市民の生活環境の保全を図り、空家等に起
因する危険から市民の生命又は身体を保護することを目的とする。

条例の構成
第３条 所有者等の責務 空家所有者等による適切な管理の責務等
第４条 市の責務 適切な管理の促進等の責務
第５条 空家等に関する対策 空家等対策計画・基本方針に基づく対策の推進

第６条 情報の提供の求め等 地域住民等へ対する情報提供・協力の求め
第７条 危険の周知等 公示（標識設置）・所有者等への通知
第８条 危険回避措置 措置の実施・所有者等への通知・費用負担

条例の目的



空家対策に関する取組 17

③管理不全な空家の防止・解消
２．空き家

管理不全空家への取り組み対策強化
特定空家等の認定推進による指導強化を関係区局と連携して実施

特定空家等の件数推移（累計）

2015
（H27）年

2016
（H28）年

2017
（H29）年

2018
（H30）年

2019
（H31/R1）年

2020
（R2）年

建物等 0 1 2 11 183 229
隣地側樹木 － － － － － 2

計 0 1 2 11 183 230

管理不全空家所有者への専門相談員派遣

適切な管理の依頼通知・案内送付

 管理不全な空家の所有者等に対し
専門相談員を派遣し、解決に向けて支援

 適切な管理を依頼する通知文書の送付や、
固定資産税納税通知書に案内を同封

▼指導強化

横浜市空家データ管理システム 管理不全の空家データ管理システムの活用による
区局間の情報連携強化、指導の推進



空家対策に関する取組 18

③管理不全な空家の防止・解消 ④空家の跡地活用
２．空き家

住宅除却補助制度
 旧耐震基準の木造住宅（空家含む）や倒壊等のおそれのある空家について、除却工事
費の一部を補助

補助率：対象工事費の1/3 （上限 非課税世帯40万円、一般世帯20万円）
※空き家の発生を抑制するための特例措置を適用する場合でも申請が可能

防災広場としての跡地活用
 防災まちづくり協議会が老朽化した空き家
を解体、 跡地を防災広場として整備し、
維持管理を行う。

※横浜市地震火災対策方針に基づく取り組み
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住宅ストックに関する
施策の方向性

横浜市住宅政策審議会

第３専門部会【資料６抜粋】



20施策の基本的な考え方 ３．空き家
空家の発生には、様々な要因が複合的に関係しているため、行政だけでなく
専門家団体を含めた多様な主体と連携した対策が必要

空家の跡地管理不全空家空家居住中 空家化 除却

パンフレット

無料相談会
セミナー開催

空家条例による
管理の義務化

総合案内窓口

改修費の補助

特別控除

改善指導

特定空家の
認定推進

空家条例による
危険回避措置

防災広場

跡地の
活用検討

専門家団体等と連携した相談体制

区をはじめとした関係部局との連携

専門家の派遣
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空き家に関する
施策の方向性について

【項目８】空き家の予防・流通活用・管理不全防止解消・跡地活用の総合的な対策の推進

３．空き家
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①空家化予防施策の強化、適切な維持管理の促進
施策の方向性

 空き家・跡地の見守りを行い、管理不全を防ぐ取組を行っている自治会等
への支援策の検討
（地域の先進的取組事例の把握、出前塾の開催など）

近隣住民・自治会等における空き家・跡地の見守り・管理への支援

３．空き家

 福祉部局、ケアプラザ等と連携し、居住中の段
階における世帯に対しても、より一層の普及啓
発を実施

 地域ごとの課題・特性（都市/郊外、高齢化率等）を
踏まえた予防施策の実施、検討

空き家の相続から管理・活用・流通までの総合的な相談・情報提供の充実

各区版のエンディングノート
（金沢区・神奈川区・西区）
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②地域課題の解決につながる空家・跡地活用の推進
施策の方向性

 地域交流施設、子育て支援施設、
高齢者施設、生活利便施設等へ
の転用支援の検討

 一低専における活用方策の検討
（兼用住宅等）

地域活性化に向けた多様な利活用

３．空き家

○機能や世代の多様化による住宅地の魅力維持・向上（イメージ）

資料：第３回住宅宅地分科会勉強会資料６

 子育て世帯や若年世帯向けの活用促進
・改修費補助
・市営住宅（借上型）、セーフティネット
住宅等への活用検討

 密集市街地以外の跡地活用へ
向けた検討
（広場や菜園等への活用など）
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省エネ住宅等の環境に
配慮した住宅の普及

【項目６】脱炭素社会の実現に向けた良質な住宅ストックの形成（１）

１．住宅の質



施策の方向性 25１．住宅の質

 省エネ基準を超える横浜市独自
の省エネ推奨レベルの設定

 推奨レベルと連動した補助、税制、
融資などの普及促進制度の検討

 多様な主体によるプラットフォーム
の構築の検討

 技術者へのセミナー等による支援
 既存住宅の省エネ改修補助の拡
充

 健康・快適で、レジリエンス性能の
高い住宅供給

 再生可能エネルギーの導入等促
進検討

高断熱、高気密で健康、快適な住
宅ストックの供給促進

【参考】鳥取県の取組

資料：
脱炭素社会に向けた住宅・
建築物の省エネ対策等のあ
り方検討会 （2021.4.19
第１回鳥取県説明資料）、
鳥取県ＨＰ

省エネ基準を超える性能の推奨レベルの例

技術者向けセミナーの例

現場見学会基準説明会

レジリエンス性能の高い住宅の例
資料：(一社)環境共創イニシアチブ

新築 既存 持家 賃貸 戸建 共同

● ● ● ● ● ●
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多世代にわたり良質な住宅が引き継が
れる住宅循環システムの構築

【項目６】脱炭素社会の実現に向けた良質な住宅ストックの形成（２）

２．住宅循環



27施策の方向性２．住宅循環

良質な住まいの取得から
再流通における民間事業者と連携した
総合的な相談・情報提供の充実

長期優良住宅、低炭素認定住宅等の
住宅の性能情報を市民にわかりやすく整
理、情報提供

民間事業者と連携した相談体制の充実

 リースバック、リバースモーゲージ、残価設
定型ローン、瑕疵保険等の住宅金融・保
険制度の情報提供

住宅情報提供サイト上における性能の表
示、検索できるシステムの情報提供

省エネ性能、環境性能高い建築物の情
報提供

●CASBEE横浜で公開されている情報の例

性能が
良い

証明書
類あり

長期優良住宅
低炭素住宅

住宅性能評価書

インスペクション
資金面の
優遇制度

あり

●住宅情報提供サイトにおける性能の表示例
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